
○Ａ地区（奇数月の計量）

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

３月 ５月 ７月 ９月 11月 １月

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

１　鳥取・国府地域

定例日

　５日

　６日

　８日

　９日

１２日

１３日

１５日

１６日

１９日

２０日

２３日

２４日

２６日

２７日

２８日

２　河原地域

２０日

町　　名

八日市、三谷、河原（河原の一部）、曳田（下曳田）、神馬、弓河内、北
村（北村の一部）、本鹿（本角）、布袋

釜口、郷原、山手（加賀瀬）、小河内、河原（旭河）

釜口（六日市の一部）、鮎ヶ丘、本鹿（鹿野）、今在家、中井（中井一）

山手、徳吉、長瀬、小畑、湯谷、牛戸

谷一木、水根、小倉、佐貫、天神原、高福、袋河原、中井（中井二）

片山、稲常、曳田、山上、水根（今西）、渡一木、和奈見

定例日

１６日

１７日

１８日

１９日

１５日

水道料金算定に係る計量月と納付月

期　別

松並町一～三丁目、寿町、円護寺、覚寺、北園一・二丁目、山城町

町　　名

新、大杙、正蓮寺、東今在家、面影一・二丁目

雲山、桜谷

富安、吉成、吉成一～三丁目

野寺、服部、古海、徳尾、菖蒲

吉岡温泉町、三山口、長柄、妙徳寺、金沢、福井、大畑、六反田、松原、
大桷、宮谷、嶋

南吉方一～三丁目、興南町、片原一～五丁目、永楽温泉町、吉方一・二丁
目

行徳一～三丁目、青葉町一～三丁目、田園町一～四丁目

計　量　月

納　付　月

１２

１３

１４

ブロック

１

２

３

４

５

湖山町北一～六丁目、湖山町西一～四丁目

徳吉、安長、商栄町、江津、五反田町、南安長一～三丁目、緑ヶ丘一～三
丁目

秋里、南隈、晩稲、千代水一～三丁目、賀露町、港町、賀露町西二～四丁
目、賀露町北一～四丁目

国安、蔵田、橋本、八坂、馬場、円通寺、東大路、中大路、西大路、古郡
家、久末、美和、越路

６

７

８

９

１５

１０

１１

立川町一・二・六・七丁目、馬場町、中町、大榎町、上町、栗谷町、江崎
町、本町一～五丁目

川端一～五丁目、元魚町一～四丁目、茶町、二階町一～四丁目、戎町、新
町、丸山町、湯所町一・二丁目

弥生町、末広温泉町、幸町、天神町、栄町、東品治町、富安一・二丁目、
扇町

平成２５年１０月３０日 

水道事業審議会 

議題⑴  関連資料 
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（Ａ地区続き）

３　青谷地域

○Ｂ地区（偶数月の計量）

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

５月 ７月 ９月 １１月 １月 ３月

１　鳥取・国府地域

定例日

　５日

　６日

　８日

　９日

１２日

１３日

１５日

１６日

１９日

２０日

２３日

２４日

２６日

２７日

２８日

１８日 青谷（夏泊）、河原の一部

１９日 河原の一部

１３日

１４日

１５日

青谷（灘町、前町の一部、赤尾谷、緑町）、栄町の一部、絹見、山田、吉川

青谷（前町の一部、西町の一部）、善田

青谷（西町の一部）、井手、鳴滝、北河原、奥崎

定例日

１０日

１１日

１２日

１６日

町　　名

青谷（駅前の一部、浜町、本町）、小畑、亀尻（城山）、栄町の一部

青谷（駅前の一部、中町、東町、西町の一部）、山根

青谷（西町の一部）、露谷の一部、亀尻

養郷、大坪、蔵内の一部

２９ 吉方温泉一～四丁目、吉方、立川町三～五丁目

２８
元大工町、大工町頭、御弓町、若桜町、上魚町、庖丁人町、掛出町、寺
町、鍛冶町、桶屋町、職人町、尚徳町、東町一～三丁目、西町一～五丁目

２５
源太、朝月、上味野、下味野、向国安、竹生、倭文、玉津、横枕、長谷、
赤子田、国府町美歎、国府町町屋、国府町新町一・二丁目、国府町新通り
一～三丁目、国府町分上一～四丁目

２０

３０ 元町、玄好町、材木町、南町、今町一・二丁目、瓦町

期　別

計　量　月

納　付　月

２６ 浜坂、浜坂一丁目～八丁目、浜坂東一丁目

２７ 相生町一～四丁目、新品治町、西品治、田島、薬師町

２３ 若葉台南一～七丁目、若葉台北一～六丁目

２４
広岡、船木、津ノ井、紙子谷、祢宜谷、香取、杉崎、海蔵寺、桂木、生
山、南栄町

小沢見、白兎、伏野、三津、美萩野一～五丁目

２１ 千代水四丁目、湖山町東一～五丁目、湖山町南一～五丁目

２２
賀露町、賀露町西一丁目、賀露町南一～六丁目、国府町宮下、国府町稲葉
丘一～三丁目、国府町奥谷一丁目～三丁目

１７ 吉成、数津、古市、叶、叶一丁目、吉成南町一・二丁目

１８ 岩倉、滝山、小西谷、卯垣、卯垣一～五丁目

１９
布勢、桂見、足山、岩吉、高住、良田、本高、中村、篠坂、西今在家、北
村、里仁

ブロック 町　　名

１６ 大覚寺、的場、的場一～四丁目、宮長
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平成25年10月30日 
鳥取市水道事業審議会 
議題⑴ 関連資料 

出典：国税庁 消費税法改正のお知らせ（抜粋） 
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鳥取市水道事業給水条例（抜粋） 

 

 

(工事費の算出方法) 

第９条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に１００分の１０５を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

(1) 材料費 

(2) 運搬費 

(3) 労力費 

(4) 道路復旧費 

(5) 工事監督費 

(6) 間接経費 

２・３ （略） 

(料金) 

第２４条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

２ 基本料金及び従量料金は、次の表のとおりとする。 

メータ

ーの口

径 

基本料金

(1月につ

き) 

従量料金(1月につき) 

使用水量10m3

までの分 

使用水量10m3を超

え20m3までの分 

使用水量20m3を超

え40m3までの分 

使用水量40m3を超え

200m3までの分 

使用水量200m3を超

える分 

13mm 460円 1m3につき46円 1m3につき100円 1m3につき134円 1m3につき161円 1m3につき200円 

20mm 1,250円 

25mm 2,120円 

40mm 6,500円 

50mm 11,200円 

75mm 30,400円 

100mm 62,000円 

150mm 170,000円 

200mm 350,000円 

（特別な場合の料金） 

第２５条 給水装置を設置しないで、臨時的に水を供給した場合の料金は、１立方メートルにつき１４８円で算定した額

に１００分の１０５を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 

（料金の算定） 

第２６条 料金は、２月ごとの定例日（以下「定例日」という。）にメーターの点検を行い、計量した使用水量により算

定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外に点検することができる。 

２ 前項の使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。 

３ 第１項の定例日は、管理者が別に定める。 

（口径別納付金) 

第３１条 給水装置の新設及び増口径工事の申込者は、メーターの口径の区分により、次の表に掲げる口径別納付金（以

下「納付金」という。）を納入しなければならない。この場合において、増口径工事の申込者が納入する納付金は、新

口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。 

メーターの口径 納付金 

13mm 40,950円 

20mm 114,450円 

25mm 193,200円 

40mm 598,500円 

参 考 
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50mm 1,030,050円 

75mm 2,791,950円 

100mm 5,695,200円 

150mm以上 管理者が定める。 

２ （略） 

附 則 

（河原地区の料金の特例） 

５ 当分の間、河原地区の給水区域内における料金は、第２４条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基本料金と従量料

金との合計額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）とする。 

基本料金（１月につき） 従量料金（１月につき） 

水量 料金 水量 料金 

10m3まで 1,200円 使用水量10m3を超える分 １m3につき180円 

（青谷地区の料金の特例） 

６ 当分の間、青谷地区の給水区域内における料金は、第２４条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基本料金と従量料

金及び次項に定めるメーター使用料との合計額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

種類及び用途 基本料金（１月につき） 従量料金（１月につき） 

水量 料金 水量 料金 

専用

給水

装置 

一般用 使用水量8m3ま

で 

560円 使用水量8m3を超え30m3までの分 １m3につき90円 

使用水量30m3を超え50m3までの分 １m3につき100円 

使用水量50m3を超える分 １m3につき110円 

営業用 使用水量15m3

まで 

1,510円 使用水量15m3を超え30m3までの分 １m3につき100円 

使用水量30m3を超える分 １m3につき110円 

学校プール

用 

１m3につき90円 

共用

給水

装置 

共用 使用水量15m3

まで 

1,120円 使用水量15m3を超え30m3までの分 １m3につき90円 

使用水量30m3を超え50m3までの分 １m3につき100円 

使用水量50m3を超える分 １m3につき110円 

備考 

1 「一般用」とは、営業用以外の用途に使用するものをいう。 

2 「営業用」とは、官公署、学校、病院、工場、商店、事業所等の用に使用するものをいう。 

７ メーター使用料は、次の表のとおりとする。 

メーターの口径 料金（１月につき） 

13mm 90円 

20mm 190円 

25mm 200円 

40mm 390円 

50mm 1,050円 

75mm 1,900円 

100mm 2,500円 

１０ 当分の間、青谷地区の給水区域内における給水装置を設置しないで臨時的に水を供給した場合の料金は、第２５条

の規定にかかわらず、１立方メートルにつき１５７円とする。 
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